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新
潟
。駒
首
潟
遺
跡

第
一一九
こ

所
在
地
　
　
　
新
潟
市
江
南
区
亀
田
早
通
字
川
根

調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
六
年

（平
１８
）
七
月
―

一
二
月

発
掘
機
関
　
　
新
潟
市
教
育
委
員
会

（新
潟
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

調
査
担
当
者
　
渡
邊
ま
す
み

遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
後
期
―
平
安
時
代

一
　

「
〔高
力
〕

・

□
□
□
□
　
□

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

駒
首
潟
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
二
九
号
で

一
点
の
報
告
を
行

な
っ
た
が
、
そ
の
後
に
判
明
し
た
二
点
に
つ
い
て
追
加
報
告
す
る
。
一
百
【と
も

前
回
報
告
の
本
簡
と
同
じ
旧
河
川
か
ら
出
土
し
た
。

①
　
，
大
大
□
□
□
大
大
大

。

□
□

□
　
□
□
□
　
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（Юｏ∞て
（じ

巡

ｏ解

回
□
　
□
□
□
□
田
□
臣
　
□
□
□
□

〔家
力
〕

□
□
国
家

〔
下
力
〕　
　
　
　
　
　
　
〔朝
力
〕

諸
王
臣
資
人
諸
王
臣
資
人
資
資

　

□
□

期
談

【
費
錮

ヽ
力
′
口
Ⅷ
高
隻
□
　
□
□
□
□
□
□
」

い

諸
王
臣
資
人
口
日
日
回
□
庄
大
納
言
阿
倍
大
夫
殿
資
人
資
人
百
□
乙
□
下
次
田
連
□

諸
王
臣
資
人
口
□
□
□
□
□
　
　
資
資
子
□
□
子
□

　

〔
介
錮
掴

‐
力
′
領
珈
領

〔
領
個
た
屯
□
」

∞
酌
∞
×

ヽ
ｏ
×

Ｐ
∞

　

ｏ
ω
り



ω
は
、
左
辺
は
原
形
を
と
ど
め
る
が
、
上
下
両
端
及
び
右
辺
は
欠
損
し
て
い

る
。
表
面
は

「大
」
を
繰
り
返
し
記
し
た
習
書
。
裏
面
は
表
面
と
天
地
を
逆
に

し
て
文
字
が
書
か
れ
る
が
、
欠
損
の
た
め
判
読
で
き
な
い
。

②
は
、
上
端
を
左
側
か
ら
削
り
鋭
く
尖
ら
せ
て
い
る
。
厚
さ
は
右
辺
で

一

一
扁

、
左
辺
で
五
血
で
、
断
面
は
不
定
形
で
あ
る
。
何
ら
か
の
部
材
に
文
字
を

記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
木
簡
の
中
ほ
ど
で
折
れ
て
い
る
。

「諸
王
臣
資
人
」
や

「資
」
「領
」
な
ど
の
文
字
を
繰
り
返
し
書
い
て
お
り
、

習
書
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
資
人
に
関
す
る
何
ら
か
の
文
書
の
下
書
き
で
あ
ろ

う
か
。
養
老
軍
防
令
４８
帳
内
条
で
は
、
越
後
国
か
ら
の
資
人
の
任
用
は
禁
上
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『続
日
本
紀
』
榊
亀
五
年

（七
二
八
）
三
月
甲
子
条
で
は
、

越
後
国
は
位
分
資
人
の
任
用
禁
止
地
域
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
早
い
段
階
か
ら
資

人
の
任
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
裏
面

一
行
日
の

「大
納
言
阿
倍

大
夫
殿
」
は
、
伴
出
し
た
土
器
の
年
代
観

（九
世
紀
後
半
）
か
ら
、
安
倍
朝
臣

安
仁

（天
安
元
年

〈八
五
七
〉
四
月
任
、
貞
観
元
年

〈八
五
九
〉
四
月
売
）
を
さ
す
と

考
え
ら
れ
る
。

（相
沢
央

（新
潟
市
歴
史
文
化
課
》
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